
本人

「就業不可」と
記載された診
断書を職場の
所属長または
管理者へ提出
して下さい

所属長または管理者

診断書を受け
取ったら各部
局の人事・総務
担当者へ提出
して下さい

各部局の人事・総務
担当者

診断書の控え
と依頼文書※１

保健センター
へ提出して下
さい

保健センター

産業医による判
定（下記①～④）
を行い、結果を各
部局の人事・総務
担当者へ回答しま
す

各部局の人事・総務
担当者

所属長または管理者

2週間以上のお休みが必要となったら（診断書提出～判定の通知まで）

判定の結果
を所属長ま
たは管理者
へ報告して
下さい

判定の結果
を本人へ報
告して下さ
い

※1 依頼文書：「指導区分及び長崎大学職場復帰支援プログラムの決定について（依頼）」はこちら

【産業医による判定】

判定①職場復帰支援プログラム※2該当（復職可能診断書「必要」、復職前面談「必要」）

判定②プログラム非該当（復職可能診断書「必要」、復職前面談「必要」）

判定③プログラム非該当（復職可能診断書「不要」、復職前面談「必要」）

判定④プログラム非該当（復職可能診断書「不要」、復職前面談「不要」）

※2 「長崎大学職場復帰支援プログラム」についてはこちら

診断書 診断書
診断書
（控） 依頼文書 産業医判定 報告 報告回答

http://www.hc.nagasaki-u.ac.jp/siryou_download/back_work
http://www.hc.nagasaki-u.ac.jp/siryou_download/back_work


復職の目途が立ったら
本人

「復職可能」の診断書※１を保健・医療推進セン
ターへ提出して下さい

保健センター
各部局の人事・総務

担当者

本人

就業配慮報告書
を確認し、職場
復帰して下さい

産業医面談の日時を本人へ報告します

産業医による就業
配慮報告書を
・所属長または管
理者
・本人
へ報告して下さい

所属長または管理者

本人

「復職可能」の
診断書※１を
職場の所属長
または管理者
へ提出して下
さい

保健センター

職
場
復
帰

本人より連絡を受
けたら各部局の人
事・総務担当者へ
報告して下さい

所属長または管理者

所属長または管理者

各部局の人事・
総務担当者

職場より連絡を受
けたら保健セン
ターへ連絡し、面
談の日程調整を依
頼して下さい

産業医面談の日時
を決定し、各部局の
人事・総務担当者へ
報告します

復職可能の連
絡を職場の所
属長または管
理者へして下
さい

職場より「復職可
能」の診断書を受け
取ったら保健セン
ターへ控えを送り、
面談の日程調整を
依頼して下さい

本人より「復職可
能」の診断書を受け
取ったら各部局の
人事・総務担当者へ
提出して下さい

本人 所属長または管理者 各部局の人事・
総務担当者

判
定
①

判
定
②

判
定
③

判
定
④

復職可能の連絡を所属長または管理者へして下さい
（産業医面談や相談の希望がある場合には保健センターへご連絡ください）

本人

本人より連絡を受けたら主治医からの指示を確認し、職場復帰させて下さい
（就業上の配慮等について相談を希望される場合は保健センターへご連絡ください）

復
帰
後
も
必
要
に
応
じ
産
業
医
面
談
を
行
い
ま
す産業医面談の日時

を決定し、各部局の
人事・総務担当者へ
報告します

※1「復職可能」の診断書について：産業医による判定①、②の方は復職予定日の概ね2週間前までに提出してください。
また職場復帰にあたり配慮が必要な場合、その内容についても記載してもらってください。

【産業医による判定】

判定①職場復帰支援プログラム該当（復職可能診断書「必要」、復職前面談「必要」）

判定②プログラム非該当（復職可能診断書「必要」、復職前面談「必要」）

判定③プログラム非該当（復職可能診断書「不要」、復職前面談「必要」）

判定④プログラム非該当（復職可能診断書「不要」、復職前面談「不要」）

産業医
面談

（就業配慮の
決定）

各部局の人事・
総務担当者

産業医面談の日
時を本人へ報告
します

各部局の人事・
総務担当者

産業医面談の日
時を本人へ報告
します

保健センター
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